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折り合いをつける経験を 

                                  校長 大野 和孝 

  

校庭の木々が鮮やかな若葉をまとい、教室を流れる風に初夏の爽やかさを感じる季節となりました。登

校時には、上級生が１年生と手をつなぎながら横断歩道を渡ってくれたり、１年生を昇降口まで送り届け

たりする姿を見ます。とても微笑ましい場面です。このような姿は、周りの大人から促されて行動したという

よりは、今までの経験から「上級生としての姿」を思い出し、自然と行動に移すことができているのでしょ

う。 

さて、新しい学年がスタートして１か月。４月の緊張感が少しずつ解け、教室や休み時間に響く声が、よ

り自分らしく、より自然なものへと変化してきました。この「自分らしさ」が出始める５月こそ、一人一人の個

性を認め合い、集団としての絆を深める大切な時期です。お互いの距離が縮まり、自分を出し合えるよう

になると、時には思いがぶつかり、食い違いが生まれることもあります。しかし、学校ではこれを大切な成

長のプロセスと捉えています。本校の基本理念に掲げる「笑顔があふれ、活気に満ちた平方小学校 ～他

者とかかわり合い、認め合い、自己有用感を高める～」の実現は、こうした葛藤や課題を乗り越えた経験

の先にあります。 

人とかかわる力は、乳幼児期から様々な人とかかわることで培われていくものですが、人とかかわる力

の低下を危惧する声もあります。全国学力学習状況調査で「自分と違う意見について考えるのは楽しい」

という設問への肯定的な回答が全国的に低く、異なる意見へのかかわり方が課題となっています。互いに

思いを主張し合うことは大切ですし、自分と異なる意見や考えは悪ではありません。子供たちもそのことは

わかっているでしょう。しかし、異なる意見や考えが出て対立した時に対応にとまどったり、否定的に考え

たりする様子が目に浮かびます。かつては様々な人たちとのかかわりの中で、自然と味わうことができた

「折り合いをつける経験」 が、現在は乏しい社会になっているのかもしれません。 

「折り合いをつける経験」の大切さは、文科省の幼稚園教育要領や小学校学習指導要領においても示

されています。集団生活を通して、互いに思いを主張し、折り合いをつける体験の大切さや、その考え方

を習得していくことが、「互いのよさや可能性を発揮することにつながる」 と、目標の一つに位置付けられ

ています。「折り合いをつける経験」は、学校で学ぶ大きな価値の一つです。 

「折り合いをつける」ことは、簡単なことではありません。時に時間を要し、モヤモヤを抱えることになる

かもしれません。しかし、私たちが、まず、なすべきことは、安易な解決方法を教えるのではなく、糸口や

妥協点を一緒に探らせることだと考えます。折り合いをつける経験を通し、自分の気持ちを調整する心、し

なやかな心、折れない心を育成してまいりたいと考えています。 

ひらかた 
 



                                

◆５月の行事予定◆           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月１７日（金）午前９時、今年度最初の学校運営協議会を開催しました。 

令和８年度の学校運営協議会委員を紹介します。（敬称略） 

 

 

協議会では、令和８年度の学校教育基本方針や教育課程、組織について説明し、今後の本校の教育活動に

ついてご意見をいただきました。平方小学校をよりよい学校にしようと思いがあふれていました。 

さらに今後、６月、１０月、１月、３月に会議を開催する予定です。会議は公開制で行われます。開催日が近づ

きましたら、さくら連絡網にてお知らせいたしますので、傍聴を希望の方は、学校まで事前にご連絡ください。 

１ 金 

離任式 ２～６年生特別日課５時間授業  

1年生特別日課 4時間授業  

尿検査 1次 

11 月 特別日課 6時間 眼科検診（全学年） 

12 火 

埼玉県学力・学習状況調査（６年） 

内科検診（２・５年） 

新体力テスト（２・４・５年・つあ） 

13 水 

埼玉県学力・学習状況調査（5年） 

新体力テスト（１・３・６年） 

児童委員会 

14 木 

埼玉県学力・学習状況調査（４年） 

耳鼻科検診（全学年） 

新体力テスト（１・３・６年・つあ）  

15 金 
新体力テスト（２・４・５年） 

職員 AED講習会 

18 月 内科検診（３・６年） 

19 火 
内科検診（つあ・１・４年） 

読み聞かせ なかよしタイム 

20 水 ひらまる相談日 

21 木 
上尾市小中一斉避難訓練（引き渡し訓練） 

リコーダー講習会（３年）尿検査２次 

22 金 
薬物乱用防止教室（６年） 

非行防止教室（５年） 

26 火 ひらかたチャレンジ 

27 水 運動会係活動（５・６年） 

～ご協力お願いいたします～ 

○来校時、保護者の方はＰＴＡより配付の赤いストラップ 

の名札をご着用ください。汚損や紛失の場合は、予備

をお渡ししますので、ご連絡ください。また、事務室に 

て来校者の記帳をお願いします。 

○駐車場に限りがありますので、来校は原則、徒歩か自

転車でお越しください。但し、怪我や体調不良の場合

の送迎、及び PTA 活動における荷物やお金の運搬 

など、自動車での来校の必要な場合は、事前に学校 

までお知らせください。※放課後は正門横の駐車 

場は、平方小学童保育所の送迎用駐車場となります。 

○学校への訪問は、原則午前８時１５分～午後４時４５ 

分までにお願いいたします。またお電話でのお問い 

合わせにつきましても、午後４時４５分以降は、留守 

番電話の対応となりますので、御承知おきください。 

 

大地震発生に備え、児童生徒の安全確保・保護者

等への引き渡し体制の確認のため、市内小・中学校で

一斉に行います。校内で一次避難した後、安全に関

する指導を行い、保護者へ引き渡しを行います。御多

用の中とは思いますが、「いざ」というときのために、引

き渡し訓練の参加にご協力をお願いいたします。この

機会に、災害時の家族の約束事など確認をし、通学

路の安全を児童と共に点検をお願いいたします。 

◆上尾市小・中学校一斉避難訓練◆ 

◆第１回 学校運営協議会を開催しました◆ 

 

◆年度初めのご確認◆ 



◆教育相談のご案内◆ 

            一人一人の子供に寄り添い、ニーズに応じた様々な支援を行うことで、子供たちが 

           より良い学校生活を送ることができるような体制が、平方小学校には整っております。 

面談等のご希望がありましたら、担任までご連絡ください。 

◆安心・安全な学校生活のために◆ 

 

 

 

 

 

埼玉県 SC（スクール・カウンセラー） 

 

 

＜来校日＞  

９時３０分～１６時００分 

① ５／２０（水） 

② ６／１７（水） 

③ ７／１５（水） 

④ ８／１９（水） 

⑤ ９／１６（水） 

⑥１０／２１（水） 

⑦１１／１８（水） 

⑧１２／１６（水） 

⑨ １／２０（水） 

⑩ ２／１７（水） 

⑪ ３／１７（水） 

＜支援内容＞ 

児童・保護者のカウンセリング 

（面談）を行う。 

太平中学校さわやか相談員 

 

 

＜来校日＞ 第３木曜日 

１４時００分～１６時００分 

① ４／１６（木） 

② ５／２１（木） 

③ ６／１８（木） 

④ ７／１６（木） 

⑤ ９／１７（木） 

⑥１０／１５（木） 

⑦１１／１９（木） 

⑧１２／１７（木） 

⑨ １／２１（木） 

⑩ ２／１８（木） 

⑪ ３／１８（木） 

＜支援内容＞ 

小中学連携の視点からの 

教育相談（面談）を行う。 

SSR（スペシャル・サポート・ルーム） 

「ひらまるーむ」 

SRT（サポートルームティーチャー） 

 

 

＜来校日＞毎週月～水、金曜日 

８時３０分～１３時００分 

 

＜支援内容＞ 

SSR（スペシャルサポートルーム）を

活用した長期欠席・不登校傾向児

童の校内の教育支援を行う。 

 

・児童の居場所づくり 

・学習支援 

・教育的ニーズの   

把握など 

学校は、子どもたちが学び、成長する大切な場所です。私たちは、どの子にとっても学校が「安心して過ごす

ことのできる場所」であるべきだと考えています。そのために、本校では以下の 3 つを中心に、いじめ防止に全力

で取り組んでいます。 

①学校生活アンケートと対話の重視  

月に一度の定期的なアンケートに加え、日々の何気ない会話や表情の変化に全教職員が目を配り、小さなサ

インも見逃さないよう努めています。 

②いじめは絶対に許さない態度の徹底  

道徳の時間などを通じ、相手の痛みを知ること、互いの個性を尊重することの大切さを繰り返し伝えています。 

③迅速な組織対応  

「おかしいな」と感じる兆候があった際は、担任一人で抱え込まず、学年主任、管理職、養護教諭、生徒指導

主任等が連携し、組織として迅速に対応する体制を整えています。 

いじめは、どの子にも、どの学級でも起こりうるものです。もし、ご家庭でお子様の様子に少しでも不安を感じる

ことがあれば、どんなに小さなことでも構いません。どうぞ遠慮なく学校へご相談ください。学校とご家庭が手を取

り合い、お子様の笑顔を守っていければ幸いです。 

 （ホームページに、本校のいじめ防止基本方針や、上尾市教育委員会作成のいじめ防止啓発資料が掲載して

おります） 


